
調査方法：ウェブモニターアンケート
調査対象：１０年以内に離婚を経験したことのある３０代から６０代までの男女（合計７００名）
調査期間：令和３年３月２２日から同月２３日まで
※詳細なデータは，報告書（詳細版）を参照

質問1
回答数 ％

1 男性 350 50.0 
2 女性 350 50.0 
3 答えない 0 0.0 

700 100.0 

質問２
回答数 ％

1 ３０代 200 28.6 
2 ４０代 200 28.6 
3 ５０代 200 28.6 
4 ６０代 100 14.3 
5 それ以外 0 0.0 

700 100.0 

質問３
回答数 ％

1 北海道 28 4.0 
2 東北 46 6.6 
3 北関東 39 5.6 
4 東京都 100 14.3 
5 東京都を除く首都圏 135 19.3 
6 中部 111 15.9 
7 近畿 138 19.7 
8 中国 31 4.4 
9 四国 17 2.4 
10 九州 55 7.9 

700 100.0 

質問４

回答数 ％
1 未婚 0 0.0 
2 ５年以内 122 17.4 
3 ５年より前１０年以内 182 26.0 
4 １０年より前１５年以内 125 17.9 
5 １５年より前 271 38.7 

700 100.0 

全体

婚姻したことがあれば、その時期を教えてください。（単一
回答）

全体

財産分与を中心とした離婚に関する実態調査結果の概要

あなたの性別を教えてください。（単一回答）

全体

あなたの年齢を教えてください。（単一回答）

全体

あなたのお住まいの地域をお知らせください。（単一回答）

あなたの性別を教えてください

1 男性 2 女性 3 答えない

あなたの年齢を教えてください

1 ３０代 2 ４０代 3 ５０代 4 ６０代 5 それ以外

お住まいの地域をお知らせください

1 北海道 2 東北

3 北関東 4 東京都

5 東京都を除く首都圏 6 中部

7 近畿 8 中国

9 四国 10 九州

婚姻したことがあれば、その時期を教えてください

1 未婚 2 ５年以内

3 ５年より前１０年以内 4 １０年より前１５年以内

5 １５年より前
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質問５
回答数 ％

1 １年以内 73 10.4 
2 １年より前２年以内 77 11.0 
3 ２年より前５年以内 231 33.0 
4 ５年より前１０年以内 319 45.6 
5 １０年より前 0 0.0 
6 離婚の経験はない 0 0.0 

700 100.0 

質問６

回答数 ％

1
協議離婚（夫婦の協議だけでする
離婚）（弁護士の関与なし）

536 76.6 

2 協議離婚（弁護士の関与あり） 44 6.3 

3
裁判所での手続による離婚（調停
離婚）

88 12.6 

4
裁判所での手続による離婚（判決
離婚）

14 2.0 

5
裁判所での手続による離婚（その
他）

6 0.9

6
裁判所での手続による離婚（わか
らない）

12 1.7 

700 100.0 

Q1_1

回答数 ％
1 性格の不一致 516 73.7 
2 異性関係（相手の浮気） 137 19.6 
3 身体的な暴力 38 5.4 
4 精神的な暴力 115 16.4 
5 借金 93 13.3 
6 失業 31 4.4 
7 働かない 50 7.1 
8 子育てに協力しない 76 10.9 
9 家事に協力しない 93 13.3 
10 子を虐待する 29 4.1 
11 相手の親族との関係 84 12.0 
12 生活費を渡さない 47 6.7 
13 浪費 95 13.6 
14 家族に対する思いやりがない 162 23.1 
15 アルコール依存・ギャンブル 45 6.4 
16 その他 51 7.3 

700 100.0 

離婚された時期について教えてください。（単一回答）

全体

あなたの離婚の方法（協議離婚、裁判所での手続による離婚
（調停離婚、判決離婚等）の別）を教えてください。（単一
回答）

全体

あなたが離婚した原因を教えてください。／相手（複数選択
可）

全体

離婚された時期について教えてください

1 １年以内 2 １年より前２年以内

3 ２年より前５年以内 4 ５年より前１０年以内

5 １０年より前 6 離婚の経験はない

あなたの離婚の方法（協議離婚、裁判所での手続

による離婚（調停離婚、判決離婚等）の別）を教え

てください

1 協議離婚（夫婦の協議だけでする離婚）（弁護士の関与なし）

2 協議離婚（弁護士の関与あり）

3 裁判所での手続による離婚（調停離婚）

4 裁判所での手続による離婚（判決離婚）

5 裁判所での手続による離婚（その他）

6 裁判所での手続による離婚（わからない）

0 200 400 600

性格の不一致

異性関係（相手の浮気）

身体的な暴力

精神的な暴力

借金

失業

働かない

子育てに協力しない

家事に協力しない

子を虐待する

相手の親族との関係

生活費を渡さない

浪費

家族に対する思いやりがない

アルコール依存・ギャンブル

その他

（人）

離婚した原因を教えてください（相手）
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Q1_2

回答数 ％
1 性格の不一致 516 73.7 
2 異性関係（自身の浮気） 57 8.1 
3 身体的な暴力 22 3.1 
4 精神的な暴力 52 7.4 
5 借金 40 5.7 
6 失業 28 4.0 
7 働かない 18 2.6 
8 子育てに協力しない 31 4.4 
9 家事に協力しない 36 5.1 
10 子を虐待する 6 0.9 
11 相手の親族との関係 73 10.4 
12 生活費を渡さない 26 3.7 
13 浪費 31 4.4 
14 家族に対する思いやりがない 90 12.9 
15 アルコール依存・ギャンブル 24 3.4 
16 その他 77 11.0 

700 100.0 

Q2

回答数 ％
1 ０人 346 49.4 
2 １人 193 27.6 
3 ２人 125 17.9 
4 ３人 32 4.6 
5 ４人以上 4 0.6 

700 100.0 

Q3_1_1

回答数 ％
1 正規の職員・従業員 364 52.0 
2 派遣社員 37 5.3 
3 パート、アルバイト等 130 18.6 
4 会社などの役員 12 1.7 
5 自営業 45 6.4 
6 家族従業者 3 0.4 
7 専業主婦・主夫 53 7.6 
8 無職（専業主婦・主夫を除く） 43 6.1 
9 その他 13 1.9 

700 100.0 

全体

離婚をしたときのあなたと相手の職業を、それぞれ教えてく
ださい。／あなた（単一回答）

全体

あなたが離婚した原因を教えてください。／あなた（複数選
択可）

全体

離婚時点で、あなたと相手との間にいた未成年のお子さんの
人数と、それぞれの年齢を教えてください。（単一回答） 離婚時点で、あなたと相手との間にいた未成年

のお子さんの人数と、それぞれの年齢を教えてく

ださい

1 ０人 2 １人 3 ２人 4 ３人 5 ４人以上

離婚をしたときのあなたの職業を、教えてくださ

い

1 正規の職員・従業員 2 派遣社員

3 パート、アルバイト等 4 会社などの役員

5 自営業 6 家族従業者

7 専業主婦・主夫 8 無職（専業主婦・主夫を除く）

9 その他
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性格の不一致

異性関係（自身の浮気）

身体的な暴力

精神的な暴力

借金

失業

働かない

子育てに協力しない

家事に協力しない

子を虐待する

相手の親族との関係

生活費を渡さない

浪費

家族に対する思いやりがない

アルコール依存・ギャンブル

その他

（人）

離婚した原因を教えてください（回答者）
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Q3_1_2

回答数 ％
1 正規の職員・従業員 348 49.7 
2 派遣社員 32 4.6 
3 パート、アルバイト等 137 19.6 
4 会社などの役員 15 2.1 
5 自営業 56 8.0 
6 家族従業者 3 0.4 
7 専業主婦・主夫 49 7.0 
8 無職（専業主婦・主夫を除く） 49 7.0 
9 その他 11 1.6 

700 100.0 

Q4_1

回答数 ％
1 なし 83 11.9 
2 ３００万円未満 237 33.9 
3 ３００万円以上５００万円未満 163 23.3 
4 ５００万円以上７００万円未満 89 12.7 
5 ７００万円以上１０００万円未満 50 7.1 
6 １０００万円以上１５００万円未満 18 2.6 
7 １５００万円以上 5 0.7 
8 覚えていない 55 7.9 

700 100.0 

Q4_2

回答数 ％
1 なし 79 11.3 
2 ３００万円未満 246 35.1 
3 ３００万円以上５００万円未満 144 20.6 
4 ５００万円以上７００万円未満 75 10.7 
5 ７００万円以上１０００万円未満 38 5.4 
6 １０００万円以上１５００万円未満 11 1.6 
7 １５００万円以上 6 0.9 
8 覚えていない 101 14.4 

700 100.0 

全体

離婚をしたときのあなたと相手の年収（分かる範囲で、おお
よその金額）を、それぞれ教えてください。／相手（単一回
答）

全体

離婚をしたときのあなたと相手の職業を、それぞれ教えてく
ださい。／相手（単一回答）

全体

離婚をしたときのあなたと相手の年収（分かる範囲で、おお
よその金額）を、それぞれ教えてください。／あなた（単一
回答）

離婚をしたときの相手の職業を、教えてください

1 正規の職員・従業員 2 派遣社員

3 パート、アルバイト等 4 会社などの役員

5 自営業 6 家族従業者

7 専業主婦・主夫 8 無職（専業主婦・主夫を除く）

9 その他

離婚をしたときのあなたの年収（分かる範囲で、

おおよその金額）を、教えてください

1 なし
2 ３００万円未満
3 ３００万円以上５００万円未満
4 ５００万円以上７００万円未満
5 ７００万円以上１０００万円未満
6 １０００万円以上１５００万円未満
7 １５００万円以上
8 覚えていない

離婚をしたときの相手の年収（分かる範囲で、

おおよその金額）を、教えてください

1 なし
2 ３００万円未満
3 ３００万円以上５００万円未満
4 ５００万円以上７００万円未満
5 ７００万円以上１０００万円未満
6 １０００万円以上１５００万円未満
7 １５００万円以上
8 覚えていない
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Q5_1

回答数 ％
1 １０万円未満 104 14.9 
2 １０万円～５０万円未満 51 7.3 
3 ５０万円～１００万円未満 67 9.6 
4 １００万円～５００万円未満 127 18.1 
5 ５００万円～１０００万円未満 53 7.6 

6 １０００万円～５０００万円未満 43 6.1 
7 ５０００万円以上 5 0.7 
8 該当する財産なし 77 11.0 
9 覚えていない 173 24.7 
10 わからなかった 0 0.0 

700 100.0 

Q5_2

回答数 ％
1 １０万円未満 74 10.6 
2 １０万円～５０万円未満 5 0.7 

3 ５０万円～１００万円未満 2 0.3 
4 １００万円～５００万円未満 10 1.4 
5 ５００万円～１０００万円未満 25 3.6 
6 １０００万円～５０００万円未満 70 10.0 
7 ５０００万円以上 8 1.1 
8 該当する財産なし 353 50.4 
9 覚えていない 153 21.9 
10 わからなかった 0 0.0 

700 100.0 全体

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直前）のあな
たと相手の財産額（おおよその金額）を、それぞれ教えてく
ださい（離婚より前に財産分与をした場合には、それの直前
について答えてください。）。なお、財産がなかった場合に
は「該当する財産なし」を選んでください。／あなた／現
金・預貯金（単一回答）

全体

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直前）のあな
たと相手の財産額（おおよその金額）を、それぞれ教えてく
ださい（離婚より前に財産分与をした場合には、それの直前
について答えてください。）。なお、財産がなかった場合に
は「該当する財産なし」を選んでください。／あなた／居住
用不動産（単一回答）

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直

前）のあなたの財産額（おおよその金額）を、教え

てください（離婚より前に財産分与をした場合に

は、それの直前について答えてください。）。なお、

財産がなかった場合には「該当する財産なし」を

選んでください

／現金・預貯金

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない 10 わからなかった

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直

前）のあなたの財産額（おおよその金額）を、教え

てください（離婚より前に財産分与をした場合に

は、それの直前について答えてください。）。なお、

財産がなかった場合には「該当する財産なし」を選

んでください／居住用不動産

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない 10 わからなかった
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Q5_3

回答数 ％
1 １０万円未満 83 11.9 
2 １０万円～５０万円未満 1 0.1 
3 ５０万円～１００万円未満 2 0.3 
4 １００万円～５００万円未満 3 0.4 
5 ５００万円～１０００万円未満 5 0.7 

6 １０００万円～５０００万円未満 6 0.9 
7 ５０００万円以上 1 0.1 
8 該当する財産なし 455 65.0 
9 覚えていない 144 20.6 
10 わからなかった 0 0.0 

700 100.0 

Q5_4

回答数 ％
1 １０万円未満 68 9.7 
2 １０万円～５０万円未満 34 4.9 
3 ５０万円～１００万円未満 49 7.0 
4 １００万円～５００万円未満 71 10.1 
5 ５００万円～１０００万円未満 17 2.4 
6 １０００万円～５０００万円未満 10 1.4 
7 ５０００万円以上 2 0.3 
8 該当する財産なし 274 39.1 
9 覚えていない 175 25.0 
10 わからなかった 0 0.0 

700 100.0 

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直前）のあな
たと相手の財産額（おおよその金額）を、それぞれ教えてく
ださい（離婚より前に財産分与をした場合には、それの直前
について答えてください。）。なお、財産がなかった場合に
は「該当する財産なし」を選んでください。／あなた／その
他の不動産（単一回答）

全体

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直前）のあな
たと相手の財産額（おおよその金額）を、それぞれ教えてく
ださい（離婚より前に財産分与をした場合には、それの直前
について答えてください。）。なお、財産がなかった場合に
は「該当する財産なし」を選んでください。／あなた／その
他（※自動車、株式、保険）（単一回答）

全体

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直

前）のあなたの財産額（おおよその金額）を、教え

てください（離婚より前に財産分与をした場合に

は、それの直前について答えてください。）。なお、

財産がなかった場合には「該当する財産なし」を選

んでください／その他の不動産

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない 10 わからなかった

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直

前）のあなたの財産額（おおよその金額）を、教え

てください（離婚より前に財産分与をした場合に

は、それの直前について答えてください。）。なお、

財産がなかった場合には「該当する財産なし」を選

んでください／その他（※自動車、株式、保険）

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない 10 わからなかった

6



Q5_5

回答数 ％
1 １０万円未満 2 33.3 
2 １０万円～５０万円未満 0 0.0 
3 ５０万円～１００万円未満 0 0.0 
4 １００万円～５００万円未満 0 0.0 
5 ５００万円～１０００万円未満 0 0.0 
6 １０００万円～５０００万円未満 1 16.7 
7 ５０００万円以上 0 0.0 
8 該当する財産なし 3 50.0 
9 覚えていない 0 0.0 
10 わからなかった 0 0.0 

6 100.0 

Q5_6

回答数 ％
1 １０万円未満 78 11.1 
2 １０万円～５０万円未満 59 8.4 
3 ５０万円～１００万円未満 44 6.3 
4 １００万円～５００万円未満 57 8.1 
5 ５００万円～１０００万円未満 23 3.3 
6 １０００万円～５０００万円未満 24 3.4 
7 ５０００万円以上 7 1.0 
8 該当する財産なし 77 11.0 
9 覚えていない 134 19.1 
10 わからなかった 197 28.1 

700 100.0 

全体

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直前）のあな
たと相手の財産額（おおよその金額）を、それぞれ教えてく
ださい（離婚より前に財産分与をした場合には、それの直前
について答えてください。）。なお、財産がなかった場合に
は「該当する財産なし」を選んでください。／相手／現金・
預貯金（単一回答）

全体

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直前）のあな
たと相手の財産額（おおよその金額）を、それぞれ教えてく
ださい（離婚より前に財産分与をした場合には、それの直前
について答えてください。）。なお、財産がなかった場合に
は「該当する財産なし」を選んでください。／あなた／その
他（単一回答）

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直

前）のあなたの財産額（おおよその金額）を、教え

てください（離婚より前に財産分与をした場合に

は、それの直前について答えてください。）。なお、

財産がなかった場合には「該当する財産なし」を選

んでください／その他

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない 10 わからなかった

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の

直前）のあなたの財産額（おおよその金額）を、教

えてください（離婚より前に財産分与をした場合に

は、それの直前について答えてください。）。な

お、財産がなかった場合には「該当する財産な

し」を選んでください／現金・預貯金

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない 10 わからなかった

7



Q5_7

回答数 ％
1 １０万円未満 63 9.0 
2 １０万円～５０万円未満 3 0.4 
3 ５０万円～１００万円未満 3 0.4 
4 １００万円～５００万円未満 9 1.3 
5 ５００万円～１０００万円未満 14 2.0 

6 １０００万円～５０００万円未満 60 8.6 
7 ５０００万円以上 8 1.1 
8 該当する財産なし 290 41.4 
9 覚えていない 125 17.9 
10 わからなかった 125 17.9 

700 100.0 

Q5_8

回答数 ％
1 １０万円未満 66 9.4 
2 １０万円～５０万円未満 2 0.3 
3 ５０万円～１００万円未満 1 0.1 
4 １００万円～５００万円未満 3 0.4 
5 ５００万円～１０００万円未満 5 0.7 
6 １０００万円～５０００万円未満 10 1.4 
7 ５０００万円以上 4 0.6 
8 該当する財産なし 348 49.7 
9 覚えていない 119 17.0 
10 わからなかった 142 20.3 

700 100.0 全体

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直前）のあな
たと相手の財産額（おおよその金額）を、それぞれ教えてく
ださい（離婚より前に財産分与をした場合には、それの直前
について答えてください。）。なお、財産がなかった場合に
は「該当する財産なし」を選んでください。／相手／居住用
不動産（単一回答）

全体

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直前）のあな
たと相手の財産額（おおよその金額）を、それぞれ教えてく
ださい（離婚より前に財産分与をした場合には、それの直前
について答えてください。）。なお、財産がなかった場合に
は「該当する財産なし」を選んでください。／相手／その他
の不動産（単一回答）

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直

前）の相手の財産額（おおよその金額）を、教えてく

ださい（離婚より前に財産分与をした場合には、そ

れの直前について答えてください。）。／居住用不

動産

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない 10 わからなかった

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直

前）のあなたの財産額（おおよその金額）を、教えて

ください（離婚より前に財産分与をした場合には、そ

れの直前について答えてください。）。／その他の不

動産

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない 10 わからなかった

8



Q5_9

回答数 ％
1 １０万円未満 63 9.0 
2 １０万円～５０万円未満 20 2.9 
3 ５０万円～１００万円未満 24 3.4 
4 １００万円～５００万円未満 48 6.9 
5 ５００万円～１０００万円未満 11 1.6 

6 １０００万円～５０００万円未満 6 0.9 
7 ５０００万円以上 4 0.6 
8 該当する財産なし 232 33.1 
9 覚えていない 130 18.6 
10 わからなかった 162 23.1 

700 100.0 

Q5_10

回答数 ％
1 １０万円未満 1 20.0 
2 １０万円～５０万円未満 0 0.0 
3 ５０万円～１００万円未満 0 0.0 
4 １００万円～５００万円未満 0 0.0 
5 ５００万円～１０００万円未満 0 0.0 
6 １０００万円～５０００万円未満 0 0.0 
7 ５０００万円以上 0 0.0 
8 該当する財産なし 2 40.0 
9 覚えていない 0 0.0 
10 わからなかった 2 40.0 

5 100.0 

Q6

回答数 ％
1 慰謝料名目で支払 87 12.4 
2 財産分与名目で支払 143 20.4 
3 解決金名目で支払 30 4.3 
4 上記３つ以外の名目で支払 46 6.6 
5 名目は特にないが支払はあった 58 8.3 
6 支払がなかった 390 55.7 

700 100.0 全体

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直前）のあな
たと相手の財産額（おおよその金額）を、それぞれ教えてく
ださい（離婚より前に財産分与をした場合には、それの直前
について答えてください。）。なお、財産がなかった場合に
は「該当する財産なし」を選んでください。／相手／その他
（※自動車、株式、保険）（単一回答）

全体

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直前）のあな
たと相手の財産額（おおよその金額）を、それぞれ教えてく
ださい（離婚より前に財産分与をした場合には、それの直前
について答えてください。）。なお、財産がなかった場合に
は「該当する財産なし」を選んでください。／相手／その他
（単一回答）

全体

離婚する際に、相手方との間でお金のやり取りがなされまし
たか。やり取りがあった場合には、名目を教えてください。
（複数選択可）

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直

前）の相手の財産額（おおよその金額）を、教えて

ください（離婚より前に財産分与をした場合には、

それの直前について答えてください。）。なお、財

産がなかった場合には「該当する財産なし」を選

んでください／その他（※自動車、株式、保険）

1 １０万円未満
2 １０万円～５０万円未満
3 ５０万円～１００万円未満
4 １００万円～５００万円未満
5 ５００万円～１０００万円未満

離婚の直前（離婚より前に別居した時は別居の直

前）の相手の財産額（おおよその金額）を、教えてく

ださい（離婚より前に財産分与をした場合には、そ

れの直前について答えてください。）。なお、財産が

なかった場合には「該当する財産なし」を選んでくだ

さい／その他

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満
3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満
5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満
7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし
9 覚えていない 10 わからなかった

0 100 200 300 400 500

慰謝料名目で支払

財産分与名目で支払

解決金名目で支払

上記３つ以外の名目で支払

名目は特にないが支払はあった

支払がなかった

（人）

離婚する際に、相手方との間でお金のやり取りがされまし

たか。やり取りがあった場合には，名目を教えてください。

9



Q7

回答数 ％
1 取決めをした 261 37.3 
2 取決めをしていない 439 62.7 

700 100.0 

（Q7で取決めをしていないと回答した方に）
Q8

回答数 ％
1 制度を知らなかった 65 14.8 
2 相手が話を聞いてくれなかった 47 10.7 
3 相手が怖くて話し合えなかった 30 6.8 
4 相手から話合いを求められなかった 76 17.3 

5
請求／支払をする必要がないと
思った

245 55.8 

6 その他 40 9.1 
439 100.0 

（Q7で取決めをしたと回答した方に）
Q9_1

回答数 ％
1 １０万円未満 18 6.9 
2 １０万円～５０万円未満 15 5.7 
3 ５０万円～１００万円未満 16 6.1 
4 １００万円～５００万円未満 39 14.9 
5 ５００万円～１０００万円未満 11 4.2 
6 １０００万円～５０００万円未満 10 3.8 
7 ５０００万円以上 0 0.0 
8 該当する財産なし 102 39.1 
9 覚えていない 50 19.2 

261 100.0 全体

離婚をするにあたり、財産分与の取決めをしましたか。（単
一回答）

全体

財産分与の取決めをしていない理由はなんですか。（複数選
択可）

全体

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教えてくださ
い。なお、該当する財産がなかった場合には「該当する財産
なし」を選んでください。／あなたから相手に／現金・預貯
金（単一回答）

財産分与の取決めをした場合には、その内容を

教えてください。なお、該当する財産がなかった

場合には「該当する財産なし」を選んでください

／あなたから相手に／現金・預貯金

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない

離婚をするにあたり、財産分与の取決めをしました

か

1 取決めをした 2 取決めをしていない

0 50 100 150 200 250 300

制度を知らなかった

相手が話を聞いてくれなかった

相手が怖くて話し合えなかった

相手から話合いを求められなかった

請求／支払をする必要がないと思った

その他

（人）

財産分与の取決めをしていない理由

10



（Q7で取決めをしたと回答した方に）
Q9_2

回答数 ％
1 １０万円未満 18 6.9 
2 １０万円～５０万円未満 1 0.4 
3 ５０万円～１００万円未満 2 0.8 
4 １００万円～５００万円未満 3 1.1 
5 ５００万円～１０００万円未満 4 1.5 
6 １０００万円～５０００万円未満 20 7.7 
7 ５０００万円以上 3 1.1 
8 該当する財産なし 159 60.9 
9 覚えていない 51 19.5 

261 100.0 

（Q7で取決めをしたと回答した方に）
Q9_3

回答数 ％
1 １０万円未満 18 6.9 
2 １０万円～５０万円未満 0 0.0 
3 ５０万円～１００万円未満 2 0.8 
4 １００万円～５００万円未満 1 0.4 
5 ５００万円～１０００万円未満 2 0.8 
6 １０００万円～５０００万円未満 0 0.0 
7 ５０００万円以上 1 0.4 
8 該当する財産なし 188 72.0 
9 覚えていない 49 18.8 

261 100.0 

（Q7で取決めをしたと回答した方に）
Q9_4

回答数 ％
1 １０万円未満 20 7.7 
2 １０万円～５０万円未満 2 0.8 
3 ５０万円～１００万円未満 11 4.2 
4 １００万円～５００万円未満 11 4.2 
5 ５００万円～１０００万円未満 2 0.8 
6 １０００万円～５０００万円未満 2 0.8 
7 ５０００万円以上 0 0.0 
8 該当する財産なし 160 61.3 
9 覚えていない 53 20.3 

261 100.0 全体

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教えてくださ
い。なお、該当する財産がなかった場合には「該当する財産
なし」を選んでください。／あなたから相手に／居住用不動
産（単一回答）

全体

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教えてくださ
い。なお、該当する財産がなかった場合には「該当する財産
なし」を選んでください。／あなたから相手に／その他の不
動産（単一回答）

全体

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教えてくださ
い。なお、該当する財産がなかった場合には「該当する財産
なし」を選んでください。／あなたから相手に／その他（※
自動車、株式、保険）（単一回答）

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教

えてください。なお、該当する財産がなかった場合

には「該当する財産なし」を選んでください／あな

たから相手に／居住用不動産

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教えてく

ださい。なお、該当する財産がなかった場合には「該当
する財産なし」を選んでください／あなたから相手に／そ

の他の不動産

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教

えてください。なお、該当する財産がなかった場合に

は「該当する財産なし」を選んでください／あなたか

ら相手に／その他（※自動車、株式、保険）

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない

11



Q9_5

回答数 ％
1 １０万円未満 0 0.0 
2 １０万円～５０万円未満 1 50.0 
3 ５０万円～１００万円未満 0 0.0 
4 １００万円～５００万円未満 1 50.0 
5 ５００万円～１０００万円未満 0 0.0 
6 １０００万円～５０００万円未満 0 0.0 

7 ５０００万円以上 0 0.0 
8 該当する財産なし 0 0.0 
9 覚えていない 0 0.0 

2 100.0 

（Q7で取決めをしたと回答した方に）
Q9_6

回答数 ％
1 １０万円未満 16 6.1 
2 １０万円～５０万円未満 14 5.4 
3 ５０万円～１００万円未満 13 5.0 
4 １００万円～５００万円未満 23 8.8 
5 ５００万円～１０００万円未満 7 2.7 
6 １０００万円～５０００万円未満 8 3.1 
7 ５０００万円以上 1 0.4 
8 該当する財産なし 121 46.4 
9 覚えていない 58 22.2 

261 100.0 

（Q7で取決めをしたと回答した方に）
Q9_7

回答数 ％
1 １０万円未満 16 6.1 
2 １０万円～５０万円未満 2 0.8 
3 ５０万円～１００万円未満 4 1.5 
4 １００万円～５００万円未満 5 1.9 
5 ５００万円～１０００万円未満 9 3.4 
6 １０００万円～５０００万円未満 13 5.0 
7 ５０００万円以上 0 0.0 
8 該当する財産なし 156 59.8 
9 覚えていない 56 21.5 

261 100.0 全体

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教えてくださ
い。なお、該当する財産がなかった場合には「該当する財産
なし」を選んでください。／あなたから相手に／その他（単
一回答）

全体

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教えてくださ
い。なお、該当する財産がなかった場合には「該当する財産
なし」を選んでください。／相手からあなたに／現金・預貯
金（単一回答）

全体

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教えてくださ
い。なお、該当する財産がなかった場合には「該当する財産
なし」を選んでください。／相手からあなたに／居住用不動
産（単一回答）

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教

えてください。なお、該当する財産がなかった場合

には「該当する財産なし」を選んでください／あなた

から相手に／その他

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教

えてください。なお、該当する財産がなかった場合

には「該当する財産なし」を選んでください／相手か

らあなたに／現金・預貯金

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教

えてください。なお、該当する財産がなかった場合

には「該当する財産なし」を選んでください／相手か

らあなたに／居住用不動産

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない
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（Q7で取決めをしたと回答した方に）
Q9_8

回答数 ％
1 １０万円未満 16 6.1 
2 １０万円～５０万円未満 1 0.4 
3 ５０万円～１００万円未満 2 0.8 
4 １００万円～５００万円未満 1 0.4 
5 ５００万円～１０００万円未満 1 0.4 

6 １０００万円～５０００万円未満 1 0.4 
7 ５０００万円以上 0 0.0 
8 該当する財産なし 181 69.3 
9 覚えていない 58 22.2 

261 100.0 

（Q7で取決めをしたと回答した方に）
Q9_9

回答数 ％
1 １０万円未満 21 8.0 
2 １０万円～５０万円未満 2 0.8 
3 ５０万円～１００万円未満 4 1.5 
4 １００万円～５００万円未満 4 1.5 
5 ５００万円～１０００万円未満 0 0.0 
6 １０００万円～５０００万円未満 2 0.8 
7 ５０００万円以上 1 0.4 
8 該当する財産なし 170 65.1 
9 覚えていない 57 21.8 

261 100.0 

Q9_10

回答数 ％
1 １０万円未満 2 40.0 
2 １０万円～５０万円未満 0 0.0 
3 ５０万円～１００万円未満 1 20.0 
4 １００万円～５００万円未満 2 40.0 
5 ５００万円～１０００万円未満 0 0.0 
6 １０００万円～５０００万円未満 0 0.0 
7 ５０００万円以上 0 0.0 
8 該当する財産なし 0 0.0 
9 覚えていない 0 0.0 

5 100.0 全体

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教えてくださ
い。なお、該当する財産がなかった場合には「該当する財産
なし」を選んでください。／相手からあなたに／その他の不
動産（単一回答）

全体

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教えてくださ
い。なお、該当する財産がなかった場合には「該当する財産
なし」を選んでください。／相手からあなたに／その他（※
自動車、株式、保険）（単一回答）

全体

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教えてくださ
い。なお、該当する財産がなかった場合には「該当する財産
なし」を選んでください。／相手からあなたに／その他（単
一回答）

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教

えてください。なお、該当する財産がなかった場合

には「該当する財産なし」を選んでください／相手か

らあなたに／その他の不動産

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教

えてください。なお、該当する財産がなかった場合

には「該当する財産なし」を選んでください／相手か

らあなたに／その他（※自動車、株式、保険）

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満

3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満

5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満

7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし

9 覚えていない

財産分与の取決めをした場合には、その内容を教

えてください。なお、該当する財産がなかった場合

には「該当する財産なし」を選んでください／相手

からあなたに／その他

1 １０万円未満 2 １０万円～５０万円未満
3 ５０万円～１００万円未満 4 １００万円～５００万円未満
5 ５００万円～１０００万円未満 6 １０００万円～５０００万円未満
7 ５０００万円以上 8 該当する財産なし
9 覚えていない
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Q10_1

回答数 ％
1 あり（対象にした） 25 3.6 
2 あり（対象にしていない） 73 10.4 
3 なし 602 86.0 

700 100.0 

Q10_2

回答数 ％
1 あり（対象にした） 35 5.0 
2 あり（対象にしていない） 140 20.0 
3 なし 525 75.0 

700 100.0 

Q11

回答数 ％
1 元々知っていた 68 35.4 
2 相手が教えてくれた 23 12.0 
3 自分で調べた 9 4.7 
4 弁護士に調べてもらった 12 6.3 
5 裁判所の手続を使った 4 2.1 

6
十分に把握することはできなかっ
た

76 39.6 

192 100.0 全体

離婚時に、夫婦のうち一方の実家からの贈与・相続で得た財
産や、夫婦のうち一方が婚姻前から有していた財産（例え
ば、婚姻前に蓄えていた預貯金等）はありましたか。あった
場合には、その財産を財産分与の対象としましたか。／一方
の実家からの贈与・相続で得た財産（単一回答）

全体

離婚時に、夫婦のうち一方の実家からの贈与・相続で得た財
産や、夫婦のうち一方が婚姻前から有していた財産（例え
ば、婚姻前に蓄えていた預貯金等）はありましたか。あった
場合には、その財産を財産分与の対象としましたか。／夫婦
のうち一方が婚姻前から有していた財産（単一回答）

全体

財産分与の額を算定するにあたって、相手の財産の内容はど
のように把握しましたか。（単一回答）

離婚時に、夫婦のうち一方の実家からの贈与・相

続で得た財産や、夫婦のうち一方が婚姻前から有

していた財産（例えば、婚姻前に蓄えていた預貯

金等）はありましたか。あった場合には、その財産

を財産分与の対象としましたか

／一方の実家からの贈与・相続で得た財産

1 あり（対象にした） 2 あり（対象にしていない） 3 なし

離婚時に、夫婦のうち一方の実家からの贈与・相

続で得た財産や、夫婦のうち一方が婚姻前から有

していた財産（例えば、婚姻前に蓄えていた預貯

金等）はありましたか。あった場合には、その財産

を財産分与の対象としましたか／夫婦のうち一方

が婚姻前から有していた財産

1 あり（対象にした） 2 あり（対象にしていない） 3 なし

財産分与の額を算定するにあたって、相手の

財産の内容はどのように把握しましたか

1 元々知っていた
2 相手が教えてくれた
3 自分で調べた
4 弁護士に調べてもらった
5 裁判所の手続を使った
6 十分に把握することはできなかった
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Q12

回答数 ％
1 あり 22 11.5 
2 なし 170 88.5 

192 100.0 

Q13

回答数 ％

1
裁判所の手続の外で合意（弁護士
の関与あり）

21 10.9 

2
裁判所の手続の外で合意（弁護士
の関与なし）

110 57.3 

3 裁判所における調停での合意 23 12.0 
4 裁判所における審判 6 3.1 

5
上記以外の裁判所での手続（裁判
所における和解、判決）

32 16.7 

192 100.0 

Q14

回答数 ％
1 あった 10 5.2 
2 なかった 182 94.8 

192 100.0 

Q15

回答数 ％

1
夫婦の全財産について一定の割合
で分けた（２分の１に分けた）

29 15.1 

2
夫婦の全財産について一定の割合
で分けた（その他の割合で分け
た）

29 15.1 

3
割合は意識せずに双方が必要な財
産を取り合った

46 24.0 

4
割合も必要性も意識せずに主に相
手の意見にしたがって決めた

36 18.8 

5
割合も必要性も意識せずに主に自
分の意見にしたがって決めた

32 16.7 

6 その他 20 10.4 
192 100.0 

全体

財産分与の分け方は、どのように決定をしましたか。（単一
回答）

全体

財産分与の対象となるか否かについて、夫婦間で争いになっ
た財産はありますか。（単一回答）

全体

財産分与の取決めは、どのような方法により行いましたか。
（単一回答）

全体

財産分与の手続が終わった後で、新たに分けるべき財産が見
つかったといったことはありましたか。（単一回答）

財産分与の取決めは、どのような方法により行い

ましたか

1 裁判所の手続の外で合意（弁護士の関与あり）
2 裁判所の手続の外で合意（弁護士の関与なし）
3 裁判所における調停での合意
4 裁判所における審判
5 上記以外の裁判所での手続（裁判所における和解、判決）

財産分与の分け方は、どのように決定をしましたか

1 夫婦の全財産について一定の割合で分けた（２分の１に分けた）

2 夫婦の全財産について一定の割合で分けた（その他の割合で分けた）

3 割合は意識せずに双方が必要な財産を取り合った

4 割合も必要性も意識せずに主に相手の意見にしたがって決めた

5 割合も必要性も意識せずに主に自分の意見にしたがって決めた

6 その他

財産分与の対象となるか否かについて、夫婦間で

争いになった財産はありますか。

1 あり 2 なし

財産分与の手続が終わった後で、新たに分ける

べき財産が見つかったといったことはありましたか

1 あった 2 なかった
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Q16

回答数 ％
1 離婚時点の財産（負債も含む） 85 44.3 
2 夫婦の収入 27 14.1 

3
離婚後に子の面倒を見る者とその
者が面倒を見る子の数

41 21.4 

4 離婚後の双方の収入 21 10.9 
5 離婚後の双方の職業 9 4.7 
6 慰謝料 29 15.1 
7 離婚後の経済面での生活の安定 35 18.2 

8 離婚後の実家からの支援の有無 1 0.5 
9 退職金など今後の収入 8 4.2 

10
離婚後に（成人の）子から面倒を
見てもらえる見込み

10 5.2 

11 その他 36 18.8 
192 100.0 

Q17

回答数 ％

1
婚姻に伴う収入の減少があり、財
産分与にも影響あり

60 8.6 

2
婚姻に伴う収入の減少があった
が、財産分与には影響なし

204 29.1 

3 婚姻に伴う収入の減少はなかった 198 28.3 

4
いずれも婚姻生活中に専業主婦・
主夫になっていない

238 34.0 

700 100.0 

Q18

回答数 ％
1 加算 27 3.9 
2 考慮していない 673 96.1 

700 100.0 

Q18_1

回答数 ％
　平均値 2043963.15 
　最小値 5.00 
　最大値 10000000.00 

27 100.0 

全体

夫婦の一方が離婚後の生活が苦しくなることを、財産分与の
計算において考慮しましたか。（単一回答）

全体

夫婦の一方が離婚後の生活が苦しくなることを、財産分与に
おいて考慮した場合、（離婚後の生活が苦しくなる側からみ
て）どの程度の金額を加算しましたか。／加算

全体

財産分与の分け方は、どのようなことを考慮して割合を決め
ましたか。（複数選択可）

全体

婚姻生活中に、いずれかが専業主婦・主夫になったこと（常
勤職から非常勤職への転換を含む）により収入は減少しまし
たか。減少した場合には、そのことが、（専業主婦・主夫の
側が得る）財産分与の金額に何らかの影響を及ぼしました
か。（単一回答）

婚姻生活中に、いずれかが専業主婦・主夫になった

こと（常勤職から非常勤職への転換を含む）により

収入は減少しましたか。減少した場合には、そのこ

とが、（専業主婦・主夫の側が得る）財産分与の金

額に何らかの影響を及ぼしましたか

1 婚姻に伴う収入の減少があり、財産分与にも影響あり

2 婚姻に伴う収入の減少があったが、財産分与には影響なし

3 婚姻に伴う収入の減少はなかった

4 いずれも婚姻生活中に専業主婦・主夫になっていない

夫婦の一方が離婚後の生活が苦しくなることを、財

産分与において考慮した場合、（離婚後の生活が

苦しくなる側からみて）どの程度の金額を加算しま

したか

1 加算 2 考慮していない
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夫婦の収入

離婚後に子の面倒を見る者とその者

が面倒を見る子の数

離婚後の双方の収入

離婚後の双方の職業

慰謝料

離婚後の経済面での生活の安定

離婚後の実家からの支援の有無

退職金など今後の収入

離婚後に（成人の）子から面倒を見て

もらえる見込み

その他

（人）

財産分与の分け方は、どのようなことを考慮して割合を決めまし

たか
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Q19

回答数 ％

1
別居期間中、生活費を相手から受
け取った

111 15.9 

2
別居期間中、生活費は受け取ら
ず、財産分与を決める際に具体的
な金額で計算して考慮した

19 2.7 

3
別居期間中、生活費は受け取ら
ず、財産分与の額を決める際の事
情の一つとして考慮した

21 3.0 

4
別居期間中、生活費は受け取ら
ず、財産分与の額を算定する際
も、考慮されなかった

193 27.6 

5 離婚前に別居していない 356 50.9 
700 100.0 

Q20

回答数 ％
1 考慮した 57 8.1 
2 考慮していない 297 42.4 
3 子なし 346 49.4 

700 100.0 

Q20_1

回答数 ％
　平均値 148072.84 
　最小値 1.00 
　最大値 8000000.00 

57 100.0 

Q21

回答数 ％
1 取決めをした 165 46.6 
2 取り決めていない 189 53.4 

354 100.0 

Q21_1

回答数 ％
　平均値 4052.77 
　最小値 1.00 
　最大値 110000.00 

165 100.0 

全体

離婚に際して、相手方との間で、未成年の子について養育費
の取決めをしましたか。取決めをした場合には、１か月あた
りの金額を教えてください。／取決めをした

全体

全体

財産分与にあたって、夫婦の間にいる未成年の子の養育費
を、財産分与の中に含める形で考慮しましたか。考慮してい
た場合には、おおよその金額も教えてください。（単一回
答）

全体

財産分与にあたって、夫婦の間にいる未成年の子の養育費
を、財産分与の中に含める形で考慮しましたか。考慮してい
た場合には、おおよその金額も教えてください。／考慮した

全体

離婚に際して、相手方との間で、未成年の子について養育費
の取決めをしましたか。取決めをした場合には、１か月あた
りの金額を教えてください。（単一回答）

離婚をするよりも前の、夫婦の不仲による別居期間中（家庭
内別居を含む）に、自分の生活費（子の面倒を見ていた場合
には、その生活費も含む）を、相手から受け取っていました
か。または、生活費を受け取らず、財産分与の中に含める形
で考慮しましたか。（単一回答）

離婚をするよりも前の、夫婦の不仲による別居期

間中（家庭内別居を含む）に、自分の生活費（子

の面倒を見ていた場合には、その生活費も含む）

を、相手から受け取っていましたか。または、生活

費を受け取らず、財産分与の中に含める形で考

慮しましたか

1 別居期間中、生活費を相手から受け取った

2 別居期間中、生活費は受け取らず、財産分与を決める際に

具体的な金額で計算して考慮した
3 別居期間中、生活費は受け取らず、財産分与の額を決める

際の事情の一つとして考慮した
4 別居期間中、生活費は受け取らず、財産分与の額を算定す

る際も、考慮されなかった
5 離婚前に別居していない

財産分与にあたって、夫婦の間にいる未成年の

子の養育費を、財産分与の中に含める形で考慮

しましたか。考慮していた場合には、おおよその金

額も教えてください

1 考慮した 2 考慮していない 3 子なし

離婚に際して、相手方との間で、未成年の子につ

いて養育費の取決めをしましたか。取決めをした

場合には、１か月あたりの金額を教えてください

1 取決めをした 2 取り決めていない
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（Q21で養育費の取決めをしたと回答した方に）
Q22

回答数 ％
1 増額する方向に影響した 9 5.5 
2 影響はなかった 143 86.7 
3 減額する方向に影響した 13 7.9 

165 100.0 

Q23

回答数 ％
1 増額する方向に影響した 21 3.0 
2 影響はなかった 674 96.3 
3 減額する方向に影響した 5 0.7 

700 100.0 

Q23_1

回答数 ％
　平均値 452707.29 
　最小値 3.00 
　最大値 5000000.00 

21 100.0 

Q23_2

回答数 ％
　平均値 20012.80 
　最小値 7.00 
　最大値 100000.00 

5 100.0 

Q24

回答数 ％
1 なし 584 83.4 
2 あり 39 5.6 
3 あり（覚えていない） 77 11.0 

700 100.0 

Q24_1

回答数 ％
　平均値 51517.74 
　最小値 1.00 
　最大値 1000000.00 

39 100.0 

全体

離婚をすることとなった原因に関して、夫婦の一方の落ち度
が大きい事柄（浮気、暴力、浪費など）について、財産分与
とは別に、夫婦の一方から他方に、別の名目（例えば相手か
らの慰謝料や解決金）での支払はありましたか。それぞれお
およその金額を教えてください。／あり

全体

全体

婚姻中の一方の浮気、暴力、浪費など、離婚の原因に夫婦の
一方の落ち度が大きいことにより、（落ち度が小さい者に対
する）財産分与名目の支払がどのように変化しましたか。／
増額する方向に影響した

全体

婚姻中の一方の浮気、暴力、浪費など、離婚の原因に夫婦の
一方の落ち度が大きいことにより、（落ち度が小さい者に対
する）財産分与名目の支払がどのように変化しましたか。／
減額する方向に影響した

全体

離婚をすることとなった原因に関して、夫婦の一方の落ち度
が大きい事柄（浮気、暴力、浪費など）について、財産分与
とは別に、夫婦の一方から他方に、別の名目（例えば相手か
らの慰謝料や解決金）での支払はありましたか。それぞれお
およその金額を教えてください。（単一回答）

養育費の取決めをしたことにより、（養育費を受け取る側か
らみて）財産分与名目の支払がどのように変化しましたか。
（単一回答）

全体

婚姻中の一方の浮気、暴力、浪費など、離婚の原因に夫婦の
一方の落ち度が大きいことにより、（落ち度が小さい者に対
する）財産分与名目の支払がどのように変化しましたか。
（単一回答）

養育費の取決めをしたことにより、（養育費を受け取

る側からみて）財産分与名目の支払がどのように変

化しましたか

1 増額する方向に影響した 2 影響はなかった

3 減額する方向に影響した

婚姻中の一方の浮気、暴力、浪費など、離婚の原

因に夫婦の一方の落ち度が大きいことにより、

（落ち度が小さい者に対する）財産分与名目の支

払がどのように変化しましたか

1 増額する方向に影響した 2 影響はなかった

3 減額する方向に影響した

離婚をすることとなった原因に関して、夫婦の一方の

落ち度が大きい事柄（浮気、暴力、浪費など）につい

て、財産分与とは別に、夫婦の一方から他方に、別

の名目（例えば相手からの慰謝料や解決金）での支

払はありましたか。それぞれおおよその金額を教え

てください

1 なし 2 あり 3 あり（覚えていない）
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Q25

回答数 ％
1 対象になり、あなたが取得した 69 9.9 
2 対象になり、相手が取得した 55 7.9 

3
対象になり、売却して現金にして
から分与した

24 3.4 

4 対象にならなかった 552 78.9 
700 100.0 

（Q25で居住用不動産が財産分与の対象と回答した方に）
Q26

回答数 ％

1
住宅ローンの残額が不動産評価額
を上回っていた

23 15.5 

2
住宅ローンの残額が不動産評価額
を下回っていた

28 18.9 

3
住宅ローンの残額と不動産評価額
が同じだった

7 4.7 

4
住宅ローンの残額と不動産評価額
の多寡は不明である

28 18.9 

5 住宅ローンは残っていなかった 62 41.9 
148 100.0 

（Q25で居住用不動産が財産分与の対象と回答した方に）
Q27

回答数 ％

1
離婚時、ローンは残っていなかっ
た

62 41.9 

2
離婚時、あなたの名義で借りてお
り、離婚後もあなたがローン負担

25 16.9 

3
離婚時、あなたの名義で借りてお
り、離婚後相手がローン負担

6 4.1 

4
離婚時、あなたの名義で借りてお
り、離婚後、二人でローン負担

4 2.7 

5
離婚時、相手の名義で借りてお
り、離婚後あなたがローン負担

4 2.7 

6
離婚時、相手の名義で借りてお
り、離婚後も相手がローン負担

22 14.9 

7
離婚時、相手の名義で借りてお
り、離婚後、二人でローン負担

1 0.7 

8
離婚時、二人の名義で借りてお
り、離婚後あなたがローン負担

4 2.7 

9
離婚時、二人の名義で借りてお
り、離婚後相手がローン負担

6 4.1 

10
離婚時、二人の名義で借りてお
り、離婚後、二人でローン負担

5 3.4 

11 その他 9 6.1 
148 100.0 

全体

離婚前後で住宅ローンの負担はどうなりましたか。（単一回

全体

離婚までに家族が居住していた不動産は、財産分与の対象に
なりましたか。（単一回答）

全体

離婚時、住宅ローンの残額が、不動産の評価額を上回ってい
ましたか（オーバーローンでしたか）。（単一回答） 離婚時、住宅ローンの残額が、不動産の評価額を

上回っていましたか（オーバーローンでしたか）

1 住宅ローンの残額が不動産評価額を上回っていた

2 住宅ローンの残額が不動産評価額を下回っていた

3 住宅ローンの残額と不動産評価額が同じだった

4 住宅ローンの残額と不動産評価額の多寡は不明である

5 住宅ローンは残っていなかった

離婚前後で住宅ローンの負担はどうなりましたか

1 離婚時、ローンは残っていなかった

2 離婚時、あなたの名義で借りており、離婚後もあなたがローン負担

3 離婚時、あなたの名義で借りており、離婚後相手がローン負担

4 離婚時、あなたの名義で借りており、離婚後、二人でローン負担

5 離婚時、相手の名義で借りており、離婚後あなたがローン負担

6 離婚時、相手の名義で借りており、離婚後も相手がローン負担

7 離婚時、相手の名義で借りており、離婚後、二人でローン負担

8 離婚時、二人の名義で借りており、離婚後あなたがローン負担

9 離婚時、二人の名義で借りており、離婚後相手がローン負担

10 離婚時、二人の名義で借りており、離婚後、二人でローン負担

11 その他

離婚までに家族が居住していた不動産は、

財産分与の対象になりましたか

1 対象になり、あなたが取得した

2 対象になり、相手が取得した

3 対象になり、売却して現金にしてから分与した

4 対象にならなかった
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（Q25で居住用不動産が財産分与の対象と回答した方に）
Q28

回答数 ％
1 はい（賃料・使用料あり） 9 6.1 
2 はい（賃料・使用料なし） 18 12.2 
3 いいえ 121 81.8 

148 100.0 

Q29

回答数 ％
700 100.0 

1 インターネット上での解説動画 129 18.4 
2 パンフレット等の説明資料 78 11.1 

3
分与を支援する計算ソフト等の
ツール

83 11.9 

4 離婚届の交付時の案内や説明 138 19.7 
5 ひとり親支援窓口での情報提供 106 15.1 

6
弁護士など専門家による相談（対
面）

136 19.4 

7
弁護士など専門家による相談（電
話）

57 8.1 

8
弁護士など専門家による相談（オ
ンライン）

82 11.7 

9
離婚を経験した人との情報交換可
能な場の設定

174 24.9 

10 その他 111 15.9 
700 100.0 

全体

全体

財産分与に伴い、居住用不動産について夫婦間で離婚後の利
用権（所有することになる一方から他方への賃借権、使用借
権）が設定されたことはありましたか。（単一回答）

全体

財産分与を行うにあたって、あればよかったと思うような支
援はありますか。（複数選択可）

財産分与に伴い、居住用不動産について夫婦間

で離婚後の利用権（所有することになる一方から

他方への賃借権、使用借権）が設定されたことは

ありましたか

1 はい（賃料・使用料あり） 2 はい（賃料・使用料なし）

3 いいえ

0 50 100 150 200

インターネット上での解説動画

パンフレット等の説明資料

分与を支援する計算ソフト等のツー

ル

離婚届の交付時の案内や説明

ひとり親支援窓口での情報提供

弁護士など専門家による相談（対面）

弁護士など専門家による相談（電話）

弁護士など専門家による相談（オンラ

イン）

離婚を経験した人との情報交換可能

な場の設定

その他

（人）

財産分与に行うにあたって、あればよかったと思うような支

援はありますか
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